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第 ７ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 
 
 
日      時  平成３０年７月１８日（水）午後２時００分 
 
場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 
 

出 席 部 会 委 員  6田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

・ 7椋下
むくした

  保
たもつ

・14宮本
みやもと

 政
まさ

春
はる

・15守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

16中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

・17西森
にしもり

 偉
よし

統
のり

・18結城
ゆ う き

 晉三
しんぞう

・20諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

 

22中野
な か の

たつ子
こ

・23片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 

                                  以上１０名 
 
欠 席 部 会 委 員    
 
議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 
 
事 務 局 職 員  藤井事務局長・長谷川事務局次長・若松主査 
 
総 合 支 所   久居：藤巻担当主幹 一志：坂口担当主幹 白山：境担当副主幹 
          美杉：東山担当副主幹 
 

議 事 録 署 名 者  14宮本
みやもと

 政
まさ

春
はる

・16中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

 
 

事      項 
 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 
 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
 報告第３号 農地法第５条第１項第６号規定による届出について（所有権移転） 
 報告第４号 時効取得による所有権の移転について 
 報告第５号 農地所有適格法人の定期報告について 
  
 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 
 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 
 議案第３号 農地転用事業計画変更承認申請について 
 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 
 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 
 議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 
       について ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 
 

議  長   それでは、第７回第２農地部会を開会いたします。片岡委員については少し

遅れてくるのでよろしくお願いします。 
       議事に入ります前に、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 
       １４番宮本政春委員、１６番中谷秀也委員、よろしくお願いします。 

本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしましたとお

りでございますのでよろしくお願いいたします。まず始めに、議案書の差し替

えがありましたので、訂正した箇所の説明を事務局お願いします。 
 
事 務 局   机の上に、新しい議案書を置かさせていただきましたので、こちらの方を差

し替えというかたちでよろしくお願いいたします。 

       今回、旧議案書８ページ、議案第３号の農地法第５条第１項の規定による許

可申請について（所有権移転）の番号１８の案件において、過去に転用許可を

受けた事業を継承する案件であるため、農地転用事業計画変更承認申請が、こ

のたび提出された許可申請書を補正する中で、必要であることが判明しました

ことに伴い、この承認案件をご審議いただくべく、議案書に追加しようとする

ものです。 

       なお、追加議案として議案第３号に当承認案件をお願いすることにより、議

案第３号であった農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権

移転）が議案第４号に、また議案第４号であった農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請について（賃貸借権）が議案第５号に号ずれいたしました。 

       また、旧議案書１１ページ、議案第５号の農地法第５条第１項の規定による

許可申請について（使用貸借）において、２件の案件がございましたが、番号

１の案件については、先月に引き続き補正中であるため削除をし、番号２の案

件については、地元自治会との調整が折り合わず、転用目的に変更が生じると

の理由により、７月１２日に取り下げ願が提出されましたことに伴い、削除い

たしました。 

       差し替え後の議案書、議案第４号の農地法第５条第１項の規定による許可申

請について（所有権移転）については、旧議案書の合計面積に誤りがありまし

たので、１０ページの合計欄になりますが、合計面積１７，９１８㎡を１７，

９２８㎡に、畑の面積１３，５７４㎡を１３，５８４㎡に訂正をさせていただ

いております。 

       以上、議案の追加やそれに伴う号ずれ、議案の削除など、多くの訂正がござ

いましたことから、直近の一番正しい姿とするため、議案書自体を差し替えと

させていただいたものでございます。大変申し訳ございませんでした。 

以上で、議案書の差し替えについての説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

 

議  長   事務局から説明がありましたとおりでございますので、よろしくお願いしま

す。次に、会長の専決等の報告事項にはいります。報告第１号から報告第４号

につきまして事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 
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       番号１で、件数は１件、合計面積は５，３３７㎡で、その内訳は田が２，２

０４㎡、畑が３，１３３㎡でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

 

       ２ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第 1 項の規定による届出について、でござい

ます。 

       番号１から２で、件数は合計で２件、合計面積は５，５８３.９１㎡で、その

内訳は田が２，３５６㎡、畑が３，２２７.９１㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。なお、現況地目が宅地に

なっているところは、無断転用の可能性がありますので、届出人に対して指導

しております。 

 

 ３ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ

います。 

       番号１、一般個人住宅用地 

      でございます。 

      件数は１件、面積は畑で３２１㎡でございます。 

  

       ４ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、宅地分譲用地 

       番号２、共同住宅用地 

       番号３、一般個人住宅用地 

       番号４、駐車場用地 

でございます。 

       以上、件数は４件で、合計面積は６３０．６３㎡で、その内訳は田が３３０

㎡、畑が２８５㎡、その他が１５．６３㎡でございます。 

  

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   事務局から報告がありましたとおりでございますので、よろしくお願いしま

す。 

       次に議案事項に入ります。議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請

について（所有権移転）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ５ページをお願いいたします。 
       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

でございます。 
       番号１、地区 栗葉、受人     、面積 ５，９１８㎡、渡人    

 、面積 ２００㎡、申請地 森町加村垣内    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 １０５㎡ 外１筆、合計面積 ２００㎡。 



 4 

       これにつきましては、受人は、兼業により営農を廃止する渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。  
  
       番号２、地区 八知、受人      外１名、面積 ３，２０９㎡ 渡人

     、面積 ６５０㎡ 申請地 美杉町八知上廣口    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 ３１４㎡ 外２筆、合計面積 ６５０㎡。 
       これにつきましては、受人は、高齢化により営農を廃止する渡人からの要望

により、申請地を譲り受け、営農を行おうとするものです。  
       なお、受人の面積が３，２０９㎡となっておりますが、美杉町地内の下限面

積は３０アールと別段の面積を設定していますので、当地域における下限面積

をクリアしているものです。 
  
       番号３、地区 下之川、受人     、面積 ３，６９６㎡、渡人   

  、面積 ４１３㎡ 申請地 美杉町下之川椿原    、台帳地目 田、

現況地目 茶畑、面積 ４１３㎡。 
       これにつきましては、受人は、高齢化により営農を廃止する渡人から申請地

を譲り受け、営農を拡大するものです。 
       なお、受人の面積が３，６９６㎡となっておりますが、こちらも番号２と同

様で、美杉町地内の下限面積は３０アールと別段の面積を設定していますので、

当地域における下限面積をクリアしているものです。 
  
       以上、件数は３件、合計面積は、１，２６３㎡、このうち田が４１３㎡、畑

が８５０㎡でございます。 
       これら案件につきまして、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面

積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 
        

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 

議  長   ありがとうございました。事務局より説明がありましたが、地元委員のご意

見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

椋下委員   ７番、椋下でございます。７月９日に諸戸部会長、田口委員、地元推進委員

４名と久居総合支所職員と私とで確認をしてきました。場所は    の北１

５０ｍぐらいのところです。事務局の説明のとおりでございます。何ら問題は

ないと考えますので、よろしくご審議願います。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、３番、お願いします。 

 

結城委員   １８番、結城です。２番については９日に、地元推進委員、事務局で現地を

確認いたしました。渡人は以前から本件の農地を受人に耕作してもらっていた

が、自分自身がこれから先も耕作することができない。受人に託したい。受人

は以前から農地を耕作していたので、譲り受けて引き続き耕作がしたいという

ことあります。３番は９日に地元推進委員と事務局で現地を確認いたしました。

受人は静かな山村で自給程度の農業がしたい。渡人は高齢でもあり、遠方に在

住しており耕作が困難であることから譲りました。 
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議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご

意見をお伺いしたいと思います。 
 
部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
 
議  長   いかがですか。よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議を

いただきました議案第１号について、これにご異議ございませんか。 
 
部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て、を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ６ページをお願いいたします。 
       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 
       番号１、地区 太郎生、申請者     、申請地 美杉町太郎生儘ヶ谷 

   、台帳地目・現況地目とも田、面積 １１８㎡。 
       これにつきましては、申請地を桜・紅葉などの植林用地とするものです。農

地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号２、地区 太郎生、申請者     、申請地 美杉町太郎生江後  

  、台帳地目 田、現況地目 山林、面積 １２５㎡。 
       これにつきましては、申請地を植林用地とするものですが、周囲が山林のた

めに当たりが悪く、獣害被害もあるため、昭和６０年頃から耕作放棄した結果、

樹木が自然生えし、山林化したことによる始末書の提出がありますことから、

これを追認するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号３、地区 石名原、申請者     、申請地 美杉町石名原飼鳥  

  、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積 ２０５㎡。 
       これにつきましては、申請地を倉庫用地とするものですが、平成１２年頃に

鉄骨造の倉庫がすでに建築されておりますことから、これを追認しようとする

ものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
 
       以上、件数は３件で、合計面積は田で４４８㎡でございます。これら案件に

つきまして、農地法第４条第６項各号には該当しないため、許可要件のすべて

を満たしていると考えます。 
 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 
議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見

をお伺いします。１番、２番、３番、お願いします。 
 
結城委員   １８番、結城です。１、２、３と説明をいたします。１番は９日に地元推進
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委員と事務局で現地を確認いたしました。現在、鹿などの被害により、収穫が

なしであるということを聞きました。周囲の環境を利用して広葉樹の植林をし

たいということです。２番は同じところの一つ山登って、歩いて約２０分のと

ころです。周囲が山林で左側の日照が少なく、獣害被害が増えるばかりで耕作

も何もできないということです。道も無いのでお願いしたいということです。

３番は地元推進委員と事務局とで現地を確認しました。当該地に倉庫が建築し

てあるが、現在の倉庫は狭すぎるので、倉庫を増やしたいということで申請を

されました。よろしくお願いします。 
 
議  長   はい、ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、皆さん方

のご意見をお伺いしたいと思います。いかがですか。 
 
部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
 
議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第２号について、これにご異議ございませんか。 
 
部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
 
議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することを決定し

たいと思います。 
       続きまして、議案第３号、農地転用事業計画変更承認申請について、を議題

といたします。事務局の説明をお願いします。 
 
事 務 局   ７ページをお願いいたします。 
       議案第３号 農地転用事業計画変更承認申請について でございます。 
       番号１、地区 大井、申請者 特定非営利活動法人     理事    

 、申請地 一志町大仰下川原    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５

０５㎡ 外２筆 合計面積 １，４６４㎡です。 
       これにつきましては、平成２８年９月部会で審議され、平成２８年１１月１

８日に、株式会社    が高齢者住宅建築目的で転用許可を受けた案件でご

ざいますが、事業者の    のために、開発事業は中断されましたことから、

この事業を特定非営利活動法人    が継承したい旨の申請でございます。 
       この事業計画変更承認申請については、農地法上、「農地法関係事務処理要

領の制定について」において、許可目的の達成が困難な場合における事業計画

の変更に該当する要件をすべて満たしていると考えられますことから、承認は

妥当であると考えます。 
       なお、承継に係る開発事業届出の変更報告は、津市都市計画課開発指導室に

おいて既に整っているとの連絡を受けております。 
       以上、件数は１件、面積は畑で１，４６４㎡でございます。 
       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
  
議  長   はい、ありがとうございました。事務局の説明がありましたが、立ち会って

いただきました地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。１番、お願いし

ます。 
 
宮本委員   １４番、宮本です。９日に会長、事務局、他、皆さんご出席いただきまして、
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前回の許可の後埋め立てられたところです。現況は埋め立てられた状況で、

計画者の変更のようでございます。何ら問題はございませんので、よろしく

お願いします。 
 
議  長   ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、皆さん方の意見

がありましたらお伺いしたいと思います。 
 
部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
 
議  長   よろしいですか。お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第３号

について、これにご異議ございませんか。 
 
部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
 
議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については承認することに決定し

たいと思います。 
続きまして、議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（所有権移転）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 
 
事 務 局   ８ページから１０ページをお願いいたします。 
       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 
       番号１、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居小野

辺町東山神    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４３㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地の奥に隣

接する受人所有農地への進入路用地とするものです。 
       なお、当該申請は、譲受人単独での申請手続きがなされておりますが、農地

法施行規則第５７条の２第２項第４号及び同施行規則第１０条第１項第２号の

規定に基づき、単独申請が可能であり、これを証する書面の提出があればよい

とされていることから、今回「弁論準備手続調書（和解）」の写しが提出され

ておりますので、適正であるものです。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 
  
       番号２、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居明神

町南狭間    、台帳地目 原野、現況地目 畑、面積 １９９㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を隣接す

る自宅の自家用車の駐車場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判

断されます。 
  

番号３、地区 久居、受人 株式会社     代表取締役     、渡

人     、申請地 戸木町狐塚    、台帳地目・現況地目とも畑、面

積 ５２１㎡ 外１筆、合計面積 １，２１５㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、６５４．７２㎡、設置率は、

転用面積の５３．９％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
 
       番号４、地区 久居、受人      外２名、渡人     、申請地 久
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居野村町小膳田    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １７９㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号５、地区 久居、受人 株式会社     代表取締役     、渡

人      外１名、申請地 新家町地蔵堂    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 １，０５４㎡ 外１筆、合計面積 １，２４２㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５９０．４㎡、設置率は、

転用面積の４７．５％になります。 
農地区分についてですが、こちらの農地は一見すると第１種農地の判定基準

であります、「１０ｈａ以上規模の一団の農地」と見受けられ、該当し得ます

が、現場は未整備であることから不整形であるなど、周辺の農地と比べ、効率

的な営農を行うことが出来ないと考えられるため、第２種農地と判断されます。 
  
       番号６、地区 久居、受人 株式会社     代表取締役     、渡

人      外１名、申請地 新家町落合    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 １５５㎡ 外１筆、合計面積 ７３２㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５９０．４㎡、設置率は、

転用面積の８０．７％になります。農地区分は、番号５と同様に、第２種農地

と判断されます。 
 
       番号７、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 新家町落

合    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ７３３㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５９０．４㎡、設置率は、

転用面積の８０．５％になります。農地区分は、番号５，６と同様に、第２種

農地と判断されます。 
  
       番号８、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 新家町落

合    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，４２４㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５９０．４㎡、設置率は、

転用面積の４１．５％になります。農地区分は、番号５、６、７と同様に、第

２種農地と判断されます。 
  
       番号９、地区 久居、受人 株式会社     代表取締役     、渡

人     、申請地 新家町浜井場    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ３５７㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を今後５

年間程度かけて周辺地において行われる太陽光発電施設整備用の太陽光パネル

や架台等の資材置場用地とするものです。農地区分は、番号５、６、７、８と

同様に、第２種農地と判断されます。 
  
       番号１０、地区 久居、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人     、申請地 新家町浜井場    、台帳地目・現況地目とも畑、
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面積 １，１８６㎡。 
       これにつきましては、受人は、今後５年間程度かけて周辺地において太陽光

発電施設整備を行う予定であり、渡人から申請地を譲り受け、申請地をその整

備用の太陽光パネルや架台等の資材置場用地とするものです。農地区分は、番

号５、６、７、８、９と同様に、第２種農地と判断されます。 
  
       番号１１、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 庄田町

谷口    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４７０㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号１２、地区 栗葉、受人 合同会社     代表社員     、渡

人      外１名、申請地 稲葉町上鴻野    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 ４０１㎡ 外１筆、合計面積 ８１４㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は４７２．３２㎡、設置率は、

転用面積の５８％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号１３、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 久居一

色町羽場    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２２８㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、隣接地との一体的利用によ

り２８０．５６㎡、設置率は、同様に一体的利用により、４９．６％になりま

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号１４、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 久居一

色町鴻野    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ６９㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から隣接する申請地を譲り受け、申請地

を隣接する受人の自宅との一体的利用により、駐車場用地とするものですが、

既にこの目的で利用されており、始末書の提出がありますことから、これを追

認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号１５、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 稲葉町

上鴻野    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 １０㎡ 外１筆、合計

面積 ４２㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地とするものですが、建設業を営む受人は、隣接地に資材置場を所有して

おり、これを拡大するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号１６、地区 栗葉、受人 合同会社     代表社員     、渡

人     、申請地 稲葉町下鴻野    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積７９０㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は３２４．７２㎡、設置率は、

転用面積の４１．１％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号１７、地区 栗葉、受人      外１名、渡人     、申請地
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 庄田町谷口    、台帳地目 山林、現況地目 畑、面積 ４３㎡ 外１

筆、合計面積 ４７０㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号１８、地区 大井、受人 特定非営利活動法人     理事    

 、渡人 株式会社     代表取締役     、申請地 一志町大仰下

川原    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５０５㎡ 外２筆、合計面

積 １，４６４㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を農地以

外の隣接地との一体的利用により介護付き高齢者住宅用地とするものです。 
       この案件につきましては、先の議案第３号の事業計画変更承認申請と関連す

るもので、先ほどもご説明させていただきましたが、平成２８年９月部会で審

議され、平成２８年１１月１８日に、株式会社    が高齢者住宅建築目的

で転用許可を受けた案件でございます。 
       今般開発事業者の変更がなされるとのことで、改めて旧の事業者から新たな

事業者への所有権移転に関する許可を得ようとするものです。 
       なお、この申請は、農地法上、「農地法関係事務処理要領の制定について」

において、事業計画変更承認に係り、農地法第５条第１項の許可を要するとき

は、改めて許可申請手続きを行うことが適当であるとされていることから、適

切な申請であると言えるものでございます。農地区分は、第２種農地と判断さ

れます。 
   
       番号１９、地区 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町

片野堂ノ城    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ４８５㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号２０、地区 高岡、受人     合同会社 代表社員     、渡

人     、申請地 一志町高野端山    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ９７３㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は４５９．２㎡、設置率は、転

用面積の４７．２％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号２１、地区 川口、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町川口馬場    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ４１３㎡ 外１筆、合計面積 ８３２㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、隣接地との一体的利用によ

り５９０．４㎡、設置率は、同様に一体的利用により５８％になります。農地

区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号２２、地区 八知、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人      外１名、申請地 美杉町八知長町    、台帳地目 田、

現況地目 雑種地、面積 ２７６㎡ 外１筆、合計面積 ８４９㎡。 
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       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は５１０．６８㎡、設置率は、

転用面積の６０．２％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号２３、地区 太郎生、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人     、申請地 美杉町太郎生小屋垣内    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ８４９㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は４４８．２㎡、設置率は、転

用面積の５２．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号２４、地区 奥津、受人     、渡人     、申請地 美杉町

奥津中垣内    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ８８３㎡ 外１筆、

合計面積 ９２２㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は５３１．３６㎡、設置率は、

転用面積の５７．６％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号２５、地区 下多気、受人     、渡人     、申請地 美杉

町下多気耕作    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １２５㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を燃料と

して使用するための間伐材を乾燥させるための資材置場用地とするものです。 
       間伐材の下には台座を施し、上部にはシートあるいはトタン板を施した上で、

山林から伐採した間伐材を１か月から２か月程乾燥させる工程で、永久的に使

用する計画でございます。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号２６、地区 下多気、受人 株式会社     代表取締役     、

渡人      外１名、申請地 美杉町下多気中之世古    、台帳地目・

現況地目とも田、面積 ６８１㎡ 外１筆、合計面積 １，２３６㎡。 
       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は５８６．８㎡、設置率は、転

用面積の４７．５％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       以上、件数は２６件、合計面積は、１７，９２８㎡、このうち田が３，９１

４㎡、畑が１３，５８４㎡、その他が４３０㎡でございます。 
       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 
  
       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 
議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会っていただ

きました地元委員のご意見をお伺いします。１番から１０番まで、お願いしま

す。 
 
田口委員   ６番、田口です。１番は９日に椋下さんと諸戸さん、地元推進委員の方と事

務局とで見てまいりました。場所は    のすぐ前です。奥に行くのに道が

無いのでその分を譲ってもらうということですので、よろしく。２番は   



 12

 のすぐ端です。諸戸さんと椋下さんと地元推進委員の方とで見てまいりまし

た。３番は    の北約１００ｍのところ。会長はじめ部会長、地元推進委

員の方と見てまいりました。これも何ら問題ないと思います。４番は中勢バイ

パス    のすぐ手前です。これも何ら問題ないと思います。５番から１０

番までは、ほとんど場所が一緒です。    の手前、近鉄の高架の北です。

午後からの部と午前の部がありますが、午前は４番と９番です。後は午後から

です。地元推進委員の方に立ち会っていただきました、何ら問題ないと思いま

す。午後が５番と 7 番と１０番。これも会長始め部会長、地元推進委員の方と

見てまいりました。９番、１０番は資材置場で早くするということです。先は

分りませんが、５年間ということですので、問題ないと思います。後は事務局

の説明どおりですので、よろしくお願いします。 
 
議  長   ありがとうございます。１１番から１７番、お願いします。 
 
椋下委員   ７番、椋下でございます。１１番ですが９日に諸戸部会長、田口委員、地元

推進委員と事務局と私とで確認をしてまいりました。場所は    の北約５

００ｍのところ。事務局の説明どおりでございまして、問題はないと思いまし

が、埋蔵文化財が出るということで試掘をするということで、試掘した場合８

０ｃｍ以上は切ることができないということでございます。１２番ですが諸戸

部会長、田口委員、地元推進委員、事務局と私とで確認をしてまいりました。

場所は    約４００ｍのところです。事務局の説明のとおりでございまし

て、何ら問題はないと考えます。１３番ですが、９日に諸戸部会長、田口委員、

地元推進委員と事務局と私とで確認をしてまいりました。場所は    東約

１５０ｍのところです。事務局の説明のとおりでございまして、何ら問題はな

いと考えます。１４番ですが、９日に部会長、田口委員、地元推進委員と事務

局と私とで確認をしてまいりました。場所は    南約５００ｍのところで

す。事務局の説明のとおりでございまして、問題はないと考えます。１５番で

すが９日に部会長、田口委員、地元推進委員と事務局と私とで確認をしてまい

りました。場所は    南約５５０ｍのところです。事務局の説明のとおり

でございまして、何ら問題はないと考えますので、よろしくお願いします。１

６番ですが、９日に部会長、田口委員、地元推進委員と事務局と私とで確認を

してまいりました。場所は久居の    約１００ｍのところです。事務局の

説明のとおりでございまして、問題はないと考えます。１７番ですが、これは

１１番と同じ場所で、９日に諸戸部会長、田口委員、地元推進委員と事務局と

私とで確認をしてまいりました。場所は    の北約５００ｍのところです。

事務局の説明のとおりでございまして、問題はないと考えますが、これも埋蔵

文化財があるということで、試掘をするということで、もし出てきた場合８０

ｃｍ以上は掘ることはできないと聞いております。以上です。 
 
議  長   ありがとうございます。１８番、お願いします。 
 
宮本委員   １４番、宮本です。１８番は先ほどの議案３号で提案の案件です。当日地元

推進委員立会いのもとで、確認してまいりました。問題ないと思います。事務

局の説明どおりです。 
 
議  長   ありがとうございます。１９番、お願いします。 
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守山委員   １５番、守山です。１９番、２０番を説明させていただきます。１９番は９

日に委員の宮本、守山、地元推進委員３名が、申請者の説明を受けました。場

所は    の中央部であり、周辺は住宅です。申請者の譲渡人、譲受人は親

子でございます。２０番は地元推進委員２名と申請人から説明を受けました。

場所は近鉄大阪線の    の北側で、畑でありますが周辺は住宅が建ってお

りますが、何ら問題がないということでありましたので、よろしくお願いしま

す。 
 
議  長   ありがとうございます。２１番、お願いします。 
 
中谷委員   １６番、中谷です。７月９日に西森、中谷両委員と地元推進委員、白山支所

担当で確認をしてまいりました。場所は    の北側になります。境界の立

会いのおりに、隣地との説明も付いておりまして、何ら問題ないと思いますの

で、よろしくお願いします。 
 
議  長   ありがとうございます。２２番から２６番まで、お願いします。 
 
結城委員   １８番、結城です。２２番は地元推進委員と事務局とで現地を確認いたしま

した。申請地が県道に接して、日当たりがよく太陽光発電には適しているとい

うことです。渡人も太陽光に理解しているということです。２３番は地元推進

委員と事務局とで確認いたしました。耕作活動が辛いということで、ほってお

くよりも利用した方が環境に良いということでございました。２４番は地元推

進委員と事務局で現地を確認いたしました。労力不足により耕作ができないた

め、太陽光発電事業者に土地を提供し、再生エネルギーの開発ということです。

２５番は地元推進委員と事務局で現地を確認いたしました。申請地の管理がで

きないため、当該地を譲渡し、受人が所有する山林、４、５０年の木が立って

いるのを切って、伐採した木を乾燥したいとのことです。美杉は資材置場でい

ろいろ問題が出ていましたので、確実に資材置場になるように指導してまいり

ました。２６番は会長、部会長と、地元推進委員と事務局で現地を確認いたし

ました。申請地の管理ができる太陽光発電設備を設置したい。近隣に被害を及

ぼすことのない土地を取得したいということでございます。以上です。 
 
議  長   ありがとうございました。地元委員の説明が終わりました。皆さん方のご意

見をお伺いしたいと思います。 
 
部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
 
議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいまご審議いただきました

議案第４号について、ご異議ございませんか。 
 
部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
 
議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号は許可することを決定したいと思

います。続きまして、議案第５号、農地法第５条第１項の規定による許可申請

について（賃貸借権）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 
 
事 務 局   １１ページをお願いいたします。 
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       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）

でございます。 
  
       番号１、地区 久居、借人     株式会社 代表取締役     、貸

人     、申請地 久居井戸山町大口新開    、台帳地目 畑、現況

地目 雑種地、面積 ６５４㎡ 外３筆、合計面積 １，８４６㎡。 
       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を借人が経営する運送会社の駐車場用地とするものですが、昭和４８年

から貸人の亡き父が借人である    に駐車場として貸し付けており、始末

書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 
       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
  
       番号２、地区 大井、借人 株式会社     代表取締役     、貸

人     、申請地 一志町井関下名倉口    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ６３５㎡。 
       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は４２０．８４

㎡、設置率は、転用面積の６６．３％になります。農地区分は、第２種農地と

判断されます。 
  
       以上、件数は２件、合計面積は２，４８１㎡、このうち田が６３５㎡、畑が

１，８４６㎡でございます。 
       この案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。 
  
       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 
議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、地元委員のご

意見をお伺いします。１番、お願いします。 
 
田口委員   ６番、田口です。９日午後、会長はじめ部会長、局長はじめ事務局、地元推

進委員２名と私で見てまいりました。場所は    の道挟んで南側約５０ｍ

のところです。事務局の説明どおりで、何ら問題ないと思いますので、よろし

くお願いします。 
 
議  長   はい、ありがとうございます。２番、お願いします。 
 
宮本委員   １４番、宮本です。９日に会長はじめ事務局、地元推進委員２名立会いのも

とで確認してまいりました。説明のとおりで問題ないかと思います 
 
議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご

意見をお伺いしたいと思います。 
 
部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
 
議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第５号について、これにご異議ございませんか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
 
議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することを決定し

たいと思います。 
       次に別冊でお配りしました議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の 
      規定による農用地利用集積計画の決定について、を議題といたします。事務局

の説明をお願いします。 
 
事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 
  
       資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。各地区別

に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 
       まず、久居地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で３８，２０４㎡、

畑の賃貸借、使用貸借で１１，６８３㎡、契約件数は２７件でございます。 
       一志地区につきましては、田の賃貸借、所有権移転で３９，０４９㎡、畑の

賃貸借、使用貸借で１，３７０㎡、契約件数は２２件でございます。 
       白山地区につきましては、田の使用貸借で３，１１０㎡、契約件数は１件で

ございます。 
       美杉地区につきましては、田の使用貸借で５，３６９㎡、畑の使用貸借で２，

２９９.７３㎡、契約件数は４件でございます。 
       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて８５，

７３２㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１５，３５２.７３㎡、合

計契約件数は５４件、合計面積は１０１，０８４.７３㎡となっております。 
  
       次に認定農業者への集積状況でございます。 
       地区別の認定農業者への集積は久居地区３件、一志地区８件、白山地区１件、

美杉地区３件で合計１５件、合計面積は４５，３３５㎡でございます。 
       なお、認定農業者への集積率は、件数で２７．８％、面積で４４．８％とな

っております。 
  
       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 
       次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが。 
       今回の利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与

の制限に該当します案件がございますので、ご審議いただくにあたりまして、

ご配慮いただきますようよろしくお願いします。 
       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
  
議  長   事務局の説明が終わりました。今回の案件のうち、始めに、農業委員会等に

関する法律第３１条の議事参与の制限に該当する案件について、ご審議をお願

いします。 
       整理番号２、ほか２件についてです。    、一時退室をお願いします。 
       
       ＜ 退  室 ＞ 
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議  長   この３件についていかがでしょうか。 
       
部会委員   ＜一同 意見なし＞  
          
議  長   それでは、意見もないようでございますのでお諮かりします。ただいま、審

議をいただきました３件について、ご異議ございませんか。 
       
部会委員   ＜一同 異議なし＞  
 
議  長   ありがとうございます。この案件につきましては適正であると認め、市長に

進達することにいたします。入室してください。 
 
       ＜ 入  室 ＞ 
       
議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきましてご審議をお願いし

ます。皆さんいかがでしょうか。 
 
部会委員   ＜一同 意見なし＞  
 
議  長   それでは、意見もないようでございますのでお諮かりします。ただいま、審

議をいただきました案件について、ご異議ございませんか。 
       
部会委員   ＜一同 異議なし＞  
 
議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましても適正であると認め、市

長に進達することにいたします。 
       
       以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。こ

れをもちまして、第７回 第２農地部会を閉会します。 
      
 
 
                                 午後３時１３分 
 
 
上記は、第７回第２農地部会の議事を録したものである。 
 
  平成３０年７月１８日 
 
 
                     議事録署名者              
 
 
                     議事録署名者              
 
 
 
 
 


